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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月30日(2009.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　受光手段３３は、上記検査光照射手段３２に隣接させてその直上となる位置にに配置さ
れている。このように、本実施例では、素材ガラス２の表面２Ａの上方側であって、かつ
上下に近接した位置に検査光照射手段３２と受光手段３３を配置している。
　受光手段３３は、受光した反射光Ｌ２の受光量によってＯ Ｎ／ＯＦＦ信号を発信する
フォトセンサからなり、この受光手段３３から発信された信号は上記制御装置１３に送信
されるようになっている。
　検査装置１５は、次のような原理によって素材ガラス２からの反射光Ｌ２を受光手段３
３によって受光するようにしている。
　すなわち、割断機構のレーザ光Ｌが照射された割断予定線１０１の箇所が溝から裏面部
まで完全に割断された場合には、図４に示すように、割断箇所には、割断予定線１０１に
沿って、かつ僅かに離隔した一対の鉛直方向の割断面２Ｃ、２Ｄが生じる。
　レーザ光Ｌの移動に追従して検査光照射手段３２から検査光Ｌ１が素材ガラス２に向け
て照射されると、検査光Ｌ１は素材ガラス２の表面２Ａから内部へ進入して、内部の裏面
２Ｂによって反射される（図４参照）。その後、検査光Ｌ１は順次、素材ガラス２の内部
の表面２Ａと内部の裏面２Ｂとで交互に反射されてから割断面２Ｃによって反射された後
に、反射光Ｌ２として素材ガラス２の表面２Ａを透過して素材ガラス２の外部へ出てから
上記受光手段３３によって受光されるようになっている。
　このように、素材ガラス２が割断予定線１０１のとおりに割断されて、一対の割断面２
Ｃ、２Ｄが生じた場合には、割断面２Ｃによって反射された反射光Ｌ２が受光手段３３に
よって受光されるようになっている。
　換言すると、上記受光手段３３を、上記割断面２Ｃからの反射光Ｌ２が得られる位置で
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、かつ検査光照射手段３２の近接上方位置に配置している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　以上のように、本実施例においては、第１加工ヘッド７Ａを移動させて割断予定線１０
１の一端１０１ａから他端１０１ｂまでメカニカルカッター１４Ａにより割断予定線１０
１に微小な溝Ｍ１を形成し、かつそれにレーザ光Ｌを照射して割断加工を施し、その過程
において検査装置１５によって完全に割断された部分と非割断部分を検査して、非割断部
分の位置を記憶手段１３Ａによって記憶するようにしている。そして、その後に、メカニ
カルカッター１４Ａを上方に支持した状態で第１加工ヘッド７Ａを後退させ、それからメ
カニカルカッター１４Ａを上方に維持したままで第１加工ヘッド７Ａを進行方向に移動さ
せて、先に形成されている溝Ｍ１にレーザ光Ｌを照射するようにしている。
　そのため、非割断部分には二重に微小な溝Ｍ１が形成されることがなく、先に形成され
た単一の微小な溝Ｍ１があるだけであり、その溝Ｍ１を基点としてレーザ光Ｌによって亀
裂が進展して素材ガラス２が完全に割断される。
　そのため、本実施例のレーザ割断装置１による加工方法によれば、割断予定線１０１（
１０２）のとおりに素材ガラス２を正確に割断することができ、不良製品が生じることが
ない。
　また、各加工ヘッド７Ａ、７Ｂには、溝形成機構１４、割断機構および検査装置１５を
設けてあり、検査装置１５の検査光照射手段３２と受光手段３３は近接して配置され、さ
らに溝形成機構１４、割断機構及び検査装置１５を一体としてアクチュエータ２７によっ
て回転可能に設けている。
　このように構成することで、検査装置１５の構成を小型化することができ、ひいてはレ
ーザ割断装置１全体を小型化することができる。
　また、検査光を割断面に対して直交方向から照射し、直交する方向の反射光を受光する
上記検査装置１５であれば、素材ガラス２における２本の割断予定線がＸＹ方向で直交す
るような場合であっても、割断部分と非割断部分を正確に検出することができる。この場
合には、ＸＹ方向のいずれかの割断予定線が先に割断されてから他方の割断予定線を割断
することになるが、このような場合であっても上記検査装置１５によれば、素材ガラス２
の割断部分と非割断部分とを正確に検出することができる。
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